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交通安全対策①
　タクシーが第１当事者となる交通事故は減少傾向にあります。
　交通事故による死亡事故件数は、令和２年のコロナ禍の影響で急減しましたが、コロナ禍が落ち
着いてきた令和４年以降は増加傾向に転じました。
　令和７年は減少しましたが、交通事故抑止の取組を継続してまいります。

1 乗客の死者数 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶�ゼロ
2 飲酒運転 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶�ゼロ
3 令和12年までに死者数 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶�21人以下
4 令和12年までに重傷者数 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶� 460人以下
5 令和12年までに人身事故件数 ▶▶▶▶▶▶▶�6,090件以下
6 令和12年までに出会い頭衝突事故件数 ▶▶�890件以下
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3 本プランに掲げた目標を確実に達成するため、交通安全委員会等が中心となって
チェック体制を構築し、PDCAのサイクルに沿って定期的・継続的にチェックを行う
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1 自動車運送に係るすべての者における行動変容の推進  
　 ①運行管理者・運転者等の行動変容
　 ②利用者等の行動変容

2 運行管理未実施、飲酒運転等悪質な法令違反の根絶
　 ①悪質違反・重大事故の再発防止のための啓発

3 ICT、先進安全自動車、自動運転等新技術の普及促進
　 ①運行中も含めた運行管理の高度化
　 ②自動車の先進安全技術の更なる普及
　 ③自動運転車を用いた自動車運送事業における安全対策の検討・推進	  

4 少子高齢社会における事故の防止対策
　 ①高齢運転者事故への対応
　 ②健康起因事故対策の推進
　 ③経験が未熟な運転者への安全対策の徹底

5 原因分析に基づく事故防止対策立案と安全体質の継続的強化
　 ①特徴的な事故分析・対策の検討
　 ②運輸安全マネジメント制度を通じた安全体質の強化

6 道路交通環境の整備
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　〜　の手順を継続的に繰り返すことによって
輸送の安全のレベルアップを図ろうとするものです。

1

2

3

4

　事業者の安全確保義務を明確にした、｢運輸安全マネジメント」（平成18年10月開始）に
より、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、
絶えず輸送の安全性の向上に努めています。 　運転者に対して乗務開始前及び乗務終了後点呼を実施

して、日常的に輸送の安全、健康管理を含む指導を行って
います。また、国の指針に則り必要に応じた指導監督や

（独）自動車事故対策機構等が行う適性診断を受診させて
います。

輸送の安全の確保に係る
PDCAサイクル

（注）
①グラフは交通事故の発生状況を、平成28年を

100として指数で表したものです。
②タクシー欄は、法人ハイヤー・タクシーのみの数

値です。（個人タクシーを除く）
③タクシーの事故件数は、物損事故を除き、法人

ハイヤー・タクシーが第１当事者となったもの。
④タクシーの死者数は、法人ハイヤー・タクシーが

第１当事者となった事故によって死亡した人数。
⑤警察庁調べ。

シートベルト着用促進ステッカー
（車内）

点呼時のアルコールチェック

交通事故発生状況（指数）

運輸安全マネジメント
教育指導

　フロントガラスにカメラを装着し、
運転中に記録された前方の交通状況等
の映像を解析し、運転者の安全教育等
に活用し効果を上げています。

（搭載割合は約92％　全タク連傘下会員事業者）

約13.5万台
（令和７年３月末現在）

　タクシーを５両以上運行している営業所には、有資格者
の中から運行管理者を選任しなければなりません。また、
タクシー車両が40台を超える場合は、40台ごとに１名
の運行管理者を選任しなければなりません。

フォローアップ
Check Act

事故削減目標の
設定
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ドライブレコーダー

運行管理者の選任

録画中
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　特定の条件下における完全自動運転（自動運転レベル４）の社会実装は、地域の移動の足不足や�
担い手不足の課題解決に期待されています。
　国土交通省は、2025年１月、国土交通大臣を本部長として「国土交通省自動運転社会実現本部」を
設置、政府が交通政策基本計画に掲げた「2030年度における※自動運転サービス車両　１万台」の
目標達成のため、本格的な自動運転社会の早期実現に向けた方策の検討等を進めています。
※全国のバス及びタクシー等の公共交通、幹線輸送トラック車両

　タクシー業界においても、現在のタク
シー事業と同等か、それ以上の安全性がタ
クシー事業者の責任において確保される
ことを基本として、自動運転タクシーの
社会実装に向けて取り組みを進めます。

出典：国土交通省HP

実証事業
自動運転移動サービスの
実現に向けて、全国各地
で実証事業

レベル５
完全自動運転

道路交通法の改正により
2023年４月よりレベル４の

自動運転が可能に

※条件外ではドライバー
　が安全確保

高速道路でのレベル３

自動運転移動サービス事業化
2021年３月に福井県永平寺町でレベル３の
無人自動運転移動サービスを開始

衝突被害軽減ブレーキ

レベル１
一方向だけの

運転支援

＂フット・フリー＂

レベル２
縦・横方向の

運転支援

＂ハンズ・フリー＂

レベル３
特定条件下で

自動運転

＂アイズ・フリー＂

レベル４
特定条件下で
完全自動運転

＂ドライバー・フリー＂

遠隔点呼 自動点呼

　タクシー事業者は、運転者に対して
雇い入れ時及び定期の健康診断を受診
させることが義務付けられており、運転者
の健康状態の把握に努めています。
　また、国土交通省が作成した「事業用
自動車の運転者の健康管理マニュアル」、
「睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル」、
「脳血管疾患対策ガイドライン」、「心臓
疾患・大血管疾患対策ガイドライン」及び
「視野障害対策マニュアル」に沿って運転
者の健康管理を実施し、健康起因による
事故の防止に努めています。

　自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、業務前、業務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこと
とされていますが、令和４年から使用する機器・システムの要件など、一定の要件を満たす営業所において、遠隔拠点間

（営業所―車庫間、同一の事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間）の点呼が可能となりました。令和７年からは、
資本関係のない事業者間の（事業者を跨いだ）遠隔点呼も可能となりました。
　また、自動点呼機器（ロボット等）により点呼を行うための要件や機器の認定制度が創設され、令和５年より、業務を
終了した運転者に対する点呼を、令和７年より業務前の運転者に対する点呼を自動で行うことが可能となりました。
　さらに、令和６年４月より同一事業者間における運行管理の一元化も可能となるなど、運行管理の高度化の取組に
より安全性の向上と、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されています。

　全タク連では「ハイ・タク事業における総合安全プラン」の目標を
達成するため、平成23年より、交通事故削減に努めた都道府県
ハイヤー・タクシー協会を表彰する「交通事故抑止対策優秀都道府県
協会表彰」を実施し、各都道府県ハイヤー・タクシー協会の交通事故
抑止に向けた取組の一層の推進を図っています。

遠隔点呼 自動点呼

令和７年４月 タクシー事業者等が自動運転車両（レベル４）を
公開
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交通安全対策② 自動運転タクシーの社会実装に向けて
運転者の健康管理と健康起因による事故防止の取組について

運行管理の高度化について

交通事故抑止対策
優秀都道府県協会

表彰
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